
7 広報ひの

投票日は

                  地      区      名      投  票  時  間        施   設  名    投 票 区

 黒坂 1～ 7区、下菅、中菅、中菅中央 午前７時～午後８時 町公民館 第１投票所

 久住 午前７時～午後７時 黒坂小学校久住分校 第２投票所

 下黒坂、根妻 午前７時～午後７時 下黒坂公民館 第３投票所

 小河内、畑、近江、布瀬谷 午前７時～午後７時 小河内集会所 第４投票所

 下上菅、中上菅、下福長 午前７時～午後７時 菅福公会堂 第５投票所

 上上菅、井ノ原、諏訪、漆原 午前７時～午後７時 上上菅集会所 第６投票所

 小原、別所、榎市 午前７時～午後７時 奥渡公民館 第７投票所

 上本郷 午前７時～午後７時 上本郷公会堂 第８投票所

 下榎１・２区、安原 午前７時～午後８時 町老人憩の家 第９投票所

 津地、下本郷 午前７時～午後７時 津地公会堂 第 10投票所

 根雨４～６区、三谷１・２区、貝原、舟場 午前７時～午後８時 山村開発センター 第 11投票所

 根雨１～３区、高尾、野田 午前７時～午後８時 デイサービスセンターかじか荘 第 12投票所

 金持、後谷 午前７時～午後７時 金持公民館 第 13投票所

 板井原 午前７時～午後７時 板井原公民館 第 14投票所

 濁谷、門谷、秋縄、三土 午前７時～午後８時 町青年の家 第 15投票所

問合わせ先　日野町選挙管理委員会　電話７２‐０３３１

　昭和58年４月28日以前に生まれた人で、本町に住所のあ
る人です。ただし、転入された人は、平成 15 年１月 21 日
までに転入届を済ませていることが必要です。
※投票開始の時刻までに転出した人は、投票できません。

　午前７時から午後７時までです。ただし、第１投票所（町
公民館）、第９投票所（町老人憩の家）、第 11投票所（山村
開発センター）、第 12 投票所（デイサービスセンターかじ
か荘）、第 15投票所（町青年の家）は、午後８時までです。
　余裕を持って早めに投票しましょう。

　選挙の前日までに、あらかじめ投票を済ますことができ
ます（受付期間　４月２６日（土）まで）

　郵便投票証明書の交付を受けている人は、郵便による不
在者投票ができます。４月２３日（水）までに、町選挙管理
委員会（役場総務課）にご請求ください。

みんなそろって投票しましょう選挙の告示は４月２２日（火）

時間　午前８時３０分から午後８時まで
場所　役場総務課又は黒坂支所


